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（１）管理業務の実施状況 

業務内容 
（協定・条例に規定） 

具体的な業務（仕様書、事業計画）の実施状況 
（不十分な場合、その理由、指摘事項を記入） 

施設の利用の促進に関

する業務 

施設の使用受付、案内等の接遇向上 

 ・職員接遇研修会 

職員の資質向上 

 ・石川県青少年教育施設協議会資質向上研修会 

利用者の苦情・意見の把握・対応 

・利用者アンケートの実施 

その他特記事項 

・ＨＰの更新 

・広報リーフレットの作成 

施設の施設、設備および

備品の維持管理及び修

繕に関する業務 

施設管理、消防設備管理、電気工作物管理、危険物貯蔵施設管

理、浴室等管理、構内管理、衛生管理、清掃管理、収集運搬業

務、その他設備保守 

施設の使用の承認に関

する業務 

使用承認、使用承認の取り消し及び使用の制限（（２）②参照） 

 

施設の使用料の徴収に

関する業務 

使用料の徴収、納入 

・使用料の収入実績（（３）参照） 

（その他、施設の管理に

関し、知事が必要と認め

る業務） 

緊急時の対応・安全管理などの危機管理 

・緊急連絡網、消防計画等を作成 

個人情報の管理 

・職員全員に周知し、適正に管理 

 

（２）施設の利用状況 

①利用指標（（設定している場合）利用人数、稼働率などの数値目標） 

指標 Ｈ２０年度 

（参考） 

Ｈ２１年度 前年度比 増減理由 

総利用者数（人） 22,482 22,578 100.4％ 月により増減はあるが、ほぼ

昨年並。若干始めての利用団

体がある。 

②使用許可等の状況 

 承認件数 

能登少年自然の家 156 

※使用承認の取り消し及び使用の制限はなし。 

 



 

 

 

（３）使用料の収入実績  

利用料金の収入及び減免の状況 

 収入額 減免額 減免理由 

食事料 19,185千円   

寝具料 1,561千円   

暖房料 83千円   

その他 334千円   

 

（４）収支決算 

（千円） 

収入 支出 

管理料 33,200 人件費 28,340 

利用料収入 21,165 光熱水費 3,972 

その他 3,620 修繕費 1,585 

  設備保守 688 

  食材費 14,540 

  その他（工事請負費、

消費税等） 

8,187 

    

合計 57,985 合計 57,312 

収支差額 673  

 

（５）その他、県が必要と認める事項（管理の実態を把握するために必要な事項） 

①利用者の意見等 

（ア）利用者アンケート結果（通年実施 有効回答数  １１９件） 

 

回 答 

項 目 

良い 概ね良い 普通 やや悪い 悪い 

利用者サービス 54.5％ 45.5％ - 0％ 0％ 

施設の維持管理 55.5％ 41.3％ - 3.2％ 0％ 

（イ）利用者からの意見、苦情、要望 

年月 内容 対応 

海沿いにある少年自然の家なら

ではの活動がいろいろあってと

ても良い 

 平成２1年 

職員の対応が明るく気持ちよく

過ごせた。いつも笑顔でたいおう

していただきありがとう。 

 

 

 



 

 

②事故、故障等 

年月 内容 対応 

平成 21年 5月 船外機エンジン故障 交換 

平成 21年 11月 大型バスリアマフラー故障 修理 

平成 22年 3月 玄関ドアフロアヒンジ故障 交換 

平成 22年 3月 和室オペレーター装置故障 交換 

 

③その他報告事項など 

 

 

（６）評価結果 

評価項目 結果 所見（工夫、改善点） 

①サービスの維持・向上

や利用促進に向けた

取組みが行われてい

るか。 

Ｂ ・利用者アンケート調査を行い、利用者の声を運営に活か

すよう努めている。明るい応対に努めている 

・体験活動プログラムの充実に努めている。 

・ＨＰを適時更新し、利便性を高めている。 

②施設、設備及び備品の

維持管理及び修繕が

適切に行われている

か。 

Ｂ ・施設の修繕等に適切に対応している。 

・施設内は清潔に保たれており、仕様書等に基づき適切な

管理がなされている。 

③適切に管理運営・危機

管理を行う組織・体制

となっているか。 

Ｂ ・職員の配置が適切になされている。 

・非常時の緊急連絡網、消防計画が定められ、安全対策が

適切である。 

④その他、必要と認める

事項 

Ｂ ・個人情報や宿直業務など、仕様書等に基づき適切な管理

運営がなされている。 

 

総合評価 Ｂ ・仕様書等に基づき適切な管理運営がなされている。 

・利用促進の取組の結果、利用者数が増加している。 

 
○評価基準 

Ａ（優）：仕様書等に定める水準を上回っている 

Ｂ（良）：仕様書等に定める水準を十分に実施している 

Ｃ（可）：仕様書等に定める水準を概ね実施しているが、 

一部改善を期待する部分がある 

Ｄ（不可）：仕様書等に定める水準を下回っている 

 

○総合評価 

Ａ（優）：適正であり、優れた実績をあげている 

Ｂ（良）：適正である 

Ｃ（可）：概ね適正であるが、一部改善を期待する 



 

 

Ｄ（不可）：改善が必要である 

 

（７）助言・指摘事項 

民間ノウハウを活用し、利用促進に向けた更なる取組を期待する。 

 


